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千葉県台風被災住宅応急修理事業

一般社団法人全国木造建設事業協会千葉県協会

令和元年台風15号・19号・10月25日の大雨による被災住宅の応急修理



今回の千葉県での応急修理事業の経緯

・令和元年9月9日未明 台風15号( 房総半島台風）が千葉県を通過

(最大瞬間風速57.5ｍ/S千葉市）

・長く停電が続き、被害状況の把握に時間がかかった。

・発災からしばらくは各々の顧客対応(主に屋根の応急処置)に追われた。

・千葉県から県のホームページに修理の出来る業者掲載依頼

→ちば木造建築ネットワークの中から8社を載せた

・被災者から直接ホームページに載せた工務店に修理の依頼があったが、

それ以上にちば木造建築ネットワークの事務局に問い合わせが多く来た。

→8社で振り分けて廻った。
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当初はちば木造建築ネットワークの中の８社で応急修理を対応した

ちば木造建築ネットワーク
HPより
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・その後10月12日台風19号、10月25日の大雨と立て続けに千葉県を襲った。

・当初応急仮設住宅建設の話があったが、避難所に避難している人が少なく

民間賃貸住宅を借上げるみなし仮設のみで建設型の仮設の話はなくなった。

・令和２年７月現在、みなし仮設住宅に５２４件の方が利用継続中。

・１０月上旬、千葉県と国交省から全木協千葉県協会に応急修理対応の依頼

・１０月末までに応急修理の事業スキーム作成と並行して今回の事業の

補助金申請と2014年に県と結んでいた災害協定に応急修理の項目を追加

・１１月７日事業開始 フリーダイヤル、現地相談窓口

・登録工務店制・建築士による電話、現地窓口相談員

・現在登録工務店６０社で見積もり、工事を対応

・２０２０年３月以降も延長して１２月末まで事業継続



（一社）全国木造建設事業協会 千葉県協会 7

被害状況 202１年2月末現在
千葉県発表

風による屋根の被害が多く、
一部損壊が９０％以上

2020年7月の段階で
申請件数の40％弱が
工事未完了
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10月上旬 千葉県より全木協に
応急修理の要請

10月末から一部損壊の補助金の申請受付を
始めるにあたり、工務店が不足している為

全木協千葉県協会として
修理事業のスキーム作成
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10月17日 全木協千葉県協会全体会議

・各社自社の対応で忙しい中、今回の事業に
どれくらい参加してもらえるのか？

・それぞれ見積もりに行って実際に工事まで行えるのか
→相見積だけの場合があるのでは。

・現調に行って見積もりをするだけでも費用がかかる
→実際に工事にならない場合、被災者に請求しづらい為
各会社で負担するのか。

国交省に相談
→相談費用として補助金の制度がある

夜に事務局に集まり話し合いの場を設けた
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今回行う修理事業は、全木協千葉県協会の
全会員ではなく、その中から登録事業者制とした。

理由は、補助金の申請内容がかなり複雑な為、
これを理解し正しく申請が出来ないとトラブルに
なることと、各社で見積もり相談から現調、見積
もり、補助金申請、工事を一括で行うのではなく、
分業して行うため事業の流れを理解する必要が
あった

登録説明会は１月まで１０回開催
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事業説明会
登録説明会
相談員説明会
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（一社）全国木造建設事業協会千葉県協会

千葉県被災住宅応急修理事業

見積作成勉強会

（一社）全国木造建設事業協会 千葉県協会 40



確認
●対象となる工事とは

令和元年度台風15号、19号、令和元年10月25日の大雨による

全壊 ・ 大規模半壊 ・ 半壊 ・ 一部損壊

●応急修理対象工事とは

対象範囲：屋根・外壁・窓（建具）等の基本部分、上下水道等の配管・配線、トイレ等の

衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分

日常生活に欠かせない居室修理（居間、寝室、炊事室、便所、浴室これらをつなぐ廊下）
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はじめに
●この事業に必要な見積書とは

・自社の見積書（普段使用している見積書） ⇒ 被災住民に説明する詳細が書かれたもの

・様式第3－1号（災害救助法対象の一部損壊10～20％） ⇒ 市町村に提出

・様式第3－2号（損壊割合10％未満または災害救助法適用外） ⇒ 市町村に提出

・様式第3号（全壊・大規模半壊・半壊） ⇒ 市町村に提出

※被災住民が市町村に相談した際、一部損壊の場合、様式第3－1または2号が手渡される

※市町村から手渡された指定見積書で作成し、市町村に提出する（原則住民自ら提出）

※ただし、市町村窓口によってり災証明の発行方法など異なるため、この限りではない
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流れの確認
フロー図③ 見積書作成依頼（相談）

フロー図⑤ 日程調整・訪問日確定

フロー図⑥ 訪問日連絡

フロー図⑦ 現地調査・見積作成・打ち合わせ

フロー図⑧ 修理見積書提出
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自社見積作成
●項目ごとに明記し、詳細を記入 ⇒ 自社見積で被災住民に金額を説明

●経費が各項目に記入 ⇒ 指定様式に転記する際のポイント

数量 単価 金額

一式 ●●●円 ●●●円 屋根工事の仮設

●●●円 ●●●円

¥400,000 ¥400,000

　　　屋根修繕

　　　　杉板●mm×●mm ●㎡ ●●●円 ●●●円

　　　　合板●mm厚 ●枚 ●●●円 ●●●円

　　　外壁修繕

　　　　筋交●mm×●mm ●㎡ ●●●円 ●●●円

　　　　合板●mm厚 ●枚 ●●●円 ●●●円 外壁下地の一部新設

　　　開口部補修 サッシ枠修繕

　　　　杉板●mm×●mm ●㎡ ●●●円 ●●●円

　　　金物 一式 ●●●円 ●●●円 庇、外壁補修用

　　　施工費 ●人 ●●●円 ●●●円

●●●円 ●●●円

¥600,000 ¥600,000

仮設工事

工事名称

　　　経費

備考

小計

木工事

　　　経費

小計

　　　ガラス工事 ●枚 ●●●円 ●●●円

　　　雑工事 一式 ●●●円 ●●●円 サッシ修理

●●●円 ●●●円

¥200,000 ¥200,000

　　　雑工事 一式 ●●●円 ●●●円 浸水箇所の修復

●●●円 ●●●円

¥40,000 ¥40,000

　　　雑工事 一式 ●●●円 ●●●円 浸水箇所の修復

●●●円 ●●●円

¥60,000 ¥60,000

　　　雑工事 一式 ●●●円 ●●●円 浸水箇所の修復

●●●円 ●●●円

¥100,000 ¥100,000

総  額

¥1,700,000
被災者負担

¥1,400,000
応急修理

応急修理分

300,000

　　　経費

小計

1,700,000
税  込

合計

小計

床工事

　　　経費

小計

その他工事

　　　経費

小計

天井工事

　　　経費

窓工事
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指定様式の作成 様式第３－１号
・様式第3－1号（災害救助法対象の一部損壊10～20％

上限30万円（国1/2、県1/2）に県の補助金が加算され、最大50万円分の補助

※応急修理に要する費用が150万円を超える場合、上限20万円が加算

（応急修理対象工事費×2/10－300,000円）
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修理業者と修理申込者それぞれの記名捺印が必要

様式第3－1号

自社の見積から転記
項目については固定し、いずれかに当てはめる

応急修理分と被災者負担分を計算
加算金についても計算する
※応急修理分３０万円は修理業者へ支払われる
※加算金は被災者へ支払われる
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指定様式の作成 様式第３－２号
・様式第3－2号（損壊割合10％未満または災害救助法適用外）

上限50万円の補助金が支給される
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自社の見積から転記
項目については固定し、いずれかに当てはめる

主要工事とは国費の負担がある工事で屋根・仮設・外壁がそ
れらにあたる。
主要工事にはそれ以外の工事を記入しないこと

修理業者と修理申込者それぞれの記名捺印が必要

様式第3－2号

補助金額を計算
※補助金は被災者へ支払われる
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見積書作成に当たって留意すべき点
・別紙「災害救助法 応急修理 対象内外工事事例」参照

●応急修理対象工事とは

対象範囲：屋根・外壁・窓（建具）等の基本部分、上下水道等の配管・配線、トイレ等の

衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分

日常生活に欠かせない居室修理（居間、寝室、炊事室、便所、浴室これらをつなぐ廊下）

⇒ この考え方をもとに対象または対象外を判定

●緊急（重要）度が高い順に項目を記載

●対象外の例

・床の仕上げ材のみの修繕 ・畳のみの交換 など
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見積計算シートの使い方①
●【市町村提出】見積計算シート

入力項目タブを開く

（一社）全国木造建設事業協会 千葉県協会 50



見積計算シートの使い方②
●【市町村提出】見積計算シート

金額 応急修理/補助金 備考

① 屋根工事 600,000  円 対象 屋根瓦修復工事

② 仮設工事 400,000  円 対象 屋根工事の仮設

③ 外壁工事 300,000  円 対象 外壁修復工事

④ 窓工事 200,000  円 対象 浸水箇所の修復

⑤ 天井工事 40,000  円 対象 浸水箇所の修復

⑥ 床工事 60,000  円 対象 浸水箇所の修復

⑦ 設備機器工事

⑧ その他工事 100,000  円 対象外 エアコン取替

工事名称

提出自治体 南房総市

修理業者

住所 千葉市中央区旭町１７－３

会社名 （株）千葉土建工務店

電話番号 043－202－1310

代表者名 代表取締役　土建　太郎

①工事名称を記入
※項目はいずれかに当てはめる

②工事金額を記入
※各項目経費込み

③応急修理/補助金対象の有無
④備考工事内容等を記入
⑤修理業者欄記入

① ② ③ ④

⑤
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様式第３－１号

1,700,000 円 -(消費税込)

□ 住宅の応急修理（一部損壊）申込関係

300,000 円 -(消費税込)

1,400,000 円 -(消費税込)

□ 住宅の応急修理（加算金）補助金申請関係

20,000 円 -(消費税込)

① 600,000 円 600,000 円 屋根瓦修復工事

② 400,000 円 400,000 円 屋根工事の仮設

③ 300,000 円 300,000 円 外壁修復工事

④ 200,000 円 200,000 円 浸水箇所の修復

⑤ 40,000 円 40,000 円 浸水箇所の修復

⑥ 60,000 円 60,000 円 浸水箇所の修復

⑦ 円 円

⑧ 100,000 円 円 エアコン取替

1,700,000 円 Ａ 1,600,000 円

※3 上表の内訳を添付（※修理業者指定の様式で可。）すること

　　上記のとおり見積書を提出します。（※修理業者記入）

　　　　令和　　年　　月　　日住　所 千葉市中央区旭町１７－３

会社名 （株）千葉土建工務店

電話番号 043－202－1310

代表者名 代表取締役　土建　太郎 印

　　上記の見積書を確認しました。（※修理申込者／交付申請者記入）

　　　　令和　　年　　月　　日住　所

氏　名 印

（※市町村記入欄）

受付担当者名市町村名 受付番号

外壁工事

合　　　計

床工事

その他工事

屋根工事

仮設工事

天井工事

設備機器工事

窓工事

修 理 見 積 書【応急修理の場合】

うち「応急修理」・「補
助金」対象分（消費税
込）

備　　考
金　額

（消費税込）

見 積 金 額 ( 総 工 事 費 )

見積金額（応急修理分）

【上限２０万円（千円未満切捨）】

【上限３０万円（千円未満切捨）】

　（Ａ×2／10－300,000円)

見積金額（被災者負担分）

補助金額（応急修理に要する費用が150万円を超える場合）

様式第３－２号

1,700,000 円 -(消費税込)

□ ○○市（町村）被災住宅修繕緊急支援事業補助金申請関係

1,600,000 円 -(消費税込)

320,000 円 -(消費税込)

① 600,000 円 600,000 円 屋根瓦修復工事

② 400,000 円 400,000 円 屋根工事の仮設

③ 300,000 円 300,000 円 外壁修復工事

1,300,000 円 Ａ 1,300,000 円

④ 200,000 円 200,000 円 浸水箇所の修復

⑤ 40,000 円 40,000 円 浸水箇所の修復

⑥ 60,000 円 60,000 円 浸水箇所の修復

⑦ 円 円

⑧ 100,000 円 円 エアコン取替

400,000 円 Ｂ 300,000 円

1,700,000 円 Ｃ 1,600,000 円

※3 上表の内訳を添付（※修理業者指定の様式で可。）すること

　　上記のとおり見積書を提出します。（※修理業者記入）

　　　　令和　　年　　月　　日住　所 千葉市中央区旭町１７－３

会社名 （株）千葉土建工務店

電話番号 043－202－1310

代表者名 代表取締役　土建　太郎 印

　　上記の見積書を確認しました。（※修理申込者／交付申請者記入）

　　　　令和　　年　　月　　日住　所

氏　名 印

（※市町村記入欄）

受付担当者名

合　　　計

受付番号

主
要
工
事
以
外

窓工事

天井工事

設備機器工事

その他工事

小　　　計

市町村名

床工事

工　事　名　称
金　額

（消費税込）
備　　考うち「補助金」対象分

（消費税込）

主
要
工
事

屋根工事

仮設工事

外壁工事

小　　　計

修 理 見 積 書【補助金の場合】

補助対象工事費
　　（Ｃ)

補助金額
　　（Ｃ）×2／10）

【上限５０万円（千円未満切捨）】

見 積 金 額 ( 総 工 事 費 )
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指定様式の作成 様式第３号
・様式第3号（全壊・大規模半壊・半壊）

上限59万5千円まで支給される

様式第3号については応急修理分（59万5千円）を超える部分まで記載すれば可

例．先ほどの様式第3－1号の場合、屋根工事分まで記載すればよい
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上限59万5千円を超える部分まで記載

修理業者と修理申込者それぞれの記名捺印が必要

様式第3号
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現地調査の留意事項
●訪問時は必ずビブスを着用

現地にはいろいろな業者が入っているため、

ビブスを着用して被災住民の方に安心して

現地調査を受けていただきます。

※ビブスイメージ
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支払いについて
●修理業者へ支払われるものと申請者に

支払われるものがあるので注意

●修理業者へ支払われるのは『応急修理』の

30万円のみ

●それ以外については申請者に支払われる

ので修理業者は取りはぐれないよう注意

※しっかりと申請者に請求すること
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11月6日千葉県から報道発表・
HP案内開始
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相談受付用ガイドライン
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フリーダイヤル 電話相談窓口（建築士が対応）
被災地現地相談窓口
（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町）
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見積もり相談を受付けた
方へすぐに手紙を送った

事業開始当初は相談件

数が多く、登録工務店が
少なかった為、受付から
担当工務店の振り分けま
で時間がかかってしまっ
た。

連絡が遅いとクレームが
増えてしまった。
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12月12日 第1回意見交換会

相談受付・現地確認から実際に

見積もりをやってみての問題点
や改善点を出し合った

→情報の共有
→これから見積もりに行く人にも

令和２年１月９日第２回、
１月２２日第３回
２月１２日第４回
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３月以降、県内の市町村の他各銀行・郵便局
の窓口でも配布。

被害の多かった南房総地域の新聞１面に掲載
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簡易ルーフィングの施工

修理の費用が無い被災者の為に
アスファルトルーフィングで
応急修理を行う

あくまで応急処置であるが
数年は持たせることは可能
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応急修理事例 １ 半壊判定 屋根補修
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応急修理事例 ２ 全壊判定
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2階を撤去して平屋に



補助金内で応急修理
が出来ない方向けに
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙーﾌｨﾝｸﾞを
改良したもので対応
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2021/12/06 ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾙーｼｰﾄ講習会
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＜今回の応急修理事業をやってみて分かったこと＞

・相談件数 251件 内見積もり実施件数 95５件 令和2年12月31日現在
→当初の想定より少ない

その理由として・・・

・被災者は出来るだけ地元の業者に修理を頼みたい
（順番が来るのをひたすら待ち続けている）
→今年中に終わるかも分からない状態で、また同様の台風がきてしまったら・・・

・そもそも補助金の制度があることを知らない人がいる
→知ってもらうための対策として、地元の銀行の窓口に案内を置いてもらう

・火災保険の会社から直接、保険加入者で見積もりをとるあてのない方へ
案内をしてもらう（加入者の約２割の方があてが無い）
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・直接廻ってきた県外の業者や地元で最初に取った見積もりが高く、
相見積を依頼される

→複数の業者に依頼している人もいる（早く出来る方へ頼みたい等）

・補助金の申請から交付決定通知書が出るまでの時間がかかり、
工事の着工が伸びてしまう。

→補助金の金額が決定する前に工事を行ってもよいが、
後でトラブルにならないように十分説明する必要がある。

・補助金をもらっても保険にも入っていない人は自己資金で賄えない人もいる
→そもそも修理自体を諦めてしまう。

・市町村で補助金申請受付開始が統一されない為、都度自治体に確認する必要が
ある。（早いところでも令和元年１０月末から、遅いところで令和２年１月から）

・火災保険を使って既に修理を終えた人から後で補助金の申請を依頼される。
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１日でも早く、１軒でも多くの方が
日常の生活に戻れるように・・・


